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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  上部構造体から天井下地材を支持する天井吊材間に架け渡された水平材と、
  前記水平材に取り付けられた押え材とを備え、
  前記押え材は、天井板の裏面に当接している
  ことを特徴とする天井補強構造。
【請求項２】
  前記水平材は、前記天井板の上方に隙間をあけて配置されており、
  前記押え材は、前記水平材の下端面と前記天井板の裏面との間に位置する嵌込み部を備
えている
  ことを特徴とする請求項１に記載の天井補強構造。
【請求項３】
  前記押え材は、前記水平材の上面に当接する上端係止板部と、当該上端係止板部から前
記天井板の裏面まで垂下する垂下板部と、当該垂下板部から屈曲して前記天井板の裏面に
当接する天井板当接板部と、当該天井板当接板部から屈曲して立ち上がる立上板部と、当
該立上板部から屈曲して前記水平材の下面に当接する水平材当接板部とを備えている
  ことを特徴とする請求項２に記載の天井補強構造。
【請求項４】
  上部構造体から天井下地材を支持する天井吊材間に架け渡された水平部と、
  前記水平部と一体に連続する押え部とを備え、
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  前記押え部は、天井板の裏面に当接している
  ことを特徴とする天井補強構造。
【請求項５】
  前記天井吊材を圧縮補強するための圧縮補強材と、ブレース材とをさらに備え、
  前記圧縮補強材は、前記天井吊材に沿って配置されている
  ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の天井補強構造。
【請求項６】
  前記圧縮補強材は、前記天井吊材に沿って前記天井吊材の側方に配置される補強材本体
と、当該補強材本体の上端部に取り付けられ前記天井吊材に係止される係止部材とを備え
ている
  ことを特徴とする請求項５に記載の天井補強構造。
【請求項７】
  上部構造体から天井下地材を支持する天井吊材間に架け渡される水平材に、天井面の裏
面に当接する押え材を取り付けて突上げ用補強部材を形成する準備工程と、
  前記天井吊材の下部の吊ハンガーに、当該吊ハンガーよりも幅広のブレース取付金具を
取り付けるブレース取付金具取付工程と、
  前記押え材を天井板の裏面に当接させた状態で、前記水平材の両端部を隣り合う前記ブ
レース取付金具にそれぞれ固定する補強部材設置工程と、を備えている
  ことを特徴とする天井補強構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、天井補強構造およびその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
  吊り式の天井構造としてシステム天井が知られている。システム天井は、メインバーと
クロスバーとからなる天井下地材を格子状に組み付けてなる天井構造枠を備えている。天
井構造枠は、上階床スラブや屋上スラブなどの上部構造躯体から垂設された吊ボルトの下
端部に、吊ハンガー（吊金具）を介して支持されている。システム天井では、天井板を天
井構造枠に係止して取り付けているため、天井板を容易に取り外すことができ、天井面の
任意の場所に開口部を設けることができる。
【０００３】
  このような吊り式の天井構造においては、地震時の突上げに対して、吊ボルトを圧縮補
強したものが知られている（例えば、特許文献１または特許文献２参照）。特許文献１の
天井補強構造では、溝型鋼などの溝状部材を吊ボルトに沿わせるとともに、溝状部材の上
端部を上部構造体５に当接させ、溝状部材の下端部を天井下地の支持金具に接続させてい
る。特許文献２の吊り構造では、吊ボルトが鋼管などの管状部材で囲われている。そして
、管状部材の上端部は上方のスラブ面に当接して、管状部材の下端部は吊ボルトに螺合さ
れた受ナットに係止されている。以上のような構成によって、吊ボルトに作用する圧縮力
を溝状部材や管状部材で受けるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－９４５０号公報
【特許文献２】特開２００４－７６４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
  ところで、本棚や陳列台やラックなどの家具の転倒を防止するための対策として、家具
と天井の間に突っ張り棒を設けることが知られている。しかしながら、システム天井では
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、天井板が突上げに対して強度を有さないため、突っ張り棒を設けても家具転倒防止の効
果を得ることができない。そのため、システム天井の部屋では、家具の下端部を床に固定
することで転倒を防止する場合があった。しかし、近年では二重床が採用されることが多
く、家具を床に固定できない場合も多くなっている。
【０００６】
  特許文献１や特許文献２の天井では、吊ボルトの真下の天井下地材付近で突上げに対し
て強度を得ることができるので、この部分に突っ張り棒を設置することが可能である。し
かし、これでは突っ張り棒の設置位置が限定されていまい、家具のレイアウトの自由度が
大幅に小さくなってしまう。
【０００７】
  そこで、本発明は、前記の問題を解決するためになされたものであり、家具のレイアウ
トの自由度が高く且つ家具の転倒を防止できる天井補強構造およびその施工方法を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  前記課題を解決するための請求項１に係る発明は、上部構造体から天井下地材を支持す
る天井吊材間に架け渡された水平材と、前記水平材に取り付けられた押え材とを備え、前
記押え材は、天井板の裏面に当接していることを特徴とする天井補強構造である。
【０００９】
  このような構成によれば、天井板を天井裏側から押えることができるので、突っ張り棒
の設置可能な範囲が広くなる。これによって、家具のレイアウトの自由度が高くなるとと
もに、家具の転倒を防止することができる。
【００１０】
  本発明の天井補強構造では、前記水平材は、前記天井板の上方に隙間をあけて配置され
ており、前記押え材は、前記水平材の下端面と前記天井板の裏面との間に位置する嵌込み
部を備えているものが好ましい。このような構成によれば、水平材を天井下地材に干渉さ
せることなく設置できる。さらに、天井板に作用する突上げ力に対する抵抗力を大きくす
ることができる。
【００１１】
  また、本発明の天井補強構造では、前記押え材は、前記水平材の上面に当接する上端係
止板部と、当該上端係止板部から前記天井板の裏面まで垂下する垂下板部と、当該垂下板
部から屈曲して前記天井板の裏面に当接する天井板当接板部と、当該天井板当接板部から
屈曲して立ち上がる立上板部と、当該立上板部から屈曲して前記水平材の下面に当接する
水平材当接板部とを備えているものが好ましい。
【００１２】
  前記課題を解決するための請求項４に係る発明は、上部構造体から天井下地材を支持す
る天井吊材間に架け渡された水平部と、前記水平部と一体に連続する押え部とを備え、前
記押え部は、天井板の裏面に当接していることを特徴とする天井補強構造である。
【００１３】
  このような構成によれば、請求項１に係る発明と同様に、天井板を天井裏側から押える
ことができるので、突っ張り棒の設置可能な範囲が広くなる。これによって、家具のレイ
アウトの自由度が高くなるとともに、家具の転倒を防止することができる。さらに、水平
部と押え部が一体化されて、突上げ用の補強部材が形成されているので、請求項１の押え
材を水平材に取り付ける工程が省略できる。
【００１４】
  さらに、本発明の天井補強構造は、前記天井吊材を圧縮補強するための圧縮補強材と、
ブレース材とをさらに備え、前記圧縮補強材は、前記天井吊材に沿って配置されているも
のが好ましい。このような構成によれば、天井板に作用する突上げ力を圧縮補強材とブレ
ース材とで受けることができるので、天井板に作用する突上げ力に対する抵抗力をより一
層大きくすることができる。
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【００１５】
  また、本発明の天井補強構造では、前記圧縮補強材は、前記天井吊材に沿って前記天井
吊材の側方に配置される補強材本体と、当該補強材本体の上端部に取り付けられ前記天井
吊材に係止される係止部材とを備えているものが好ましい。このような構成によれば、圧
縮補強材は、天井吊材に沿わせればよく、天井吊材を挿通させる必要はないので、圧縮補
強材を容易に設置することができる。
【００１６】
  前記課題を解決するための請求項７に係る発明は、上部構造体から天井下地材を支持す
る天井吊材間に架け渡される水平材に、天井面の裏面に当接する押え材を取り付けて突上
げ用補強部材を形成する準備工程と、前記天井吊材の下部の吊ハンガーに、当該吊ハンガ
ーよりも幅広のブレース取付金具を取り付ける支持金具取付工程と、前記押え材を天井板
の裏面に当接させた状態で、前記水平材の両端部を隣り合う前記ブレース取付金具にそれ
ぞれ固定する補強部材設置工程と、を備えていることを特徴とする天井補強構造の施工方
法である。
【００１７】
  このような施工方法によれば、天井裏での突上げ用補強部材の設置作業および位置決め
作業を容易に行うことができる。また、この施工方法にて施工された天井補強構造によれ
ば、天井板を天井裏側から押えることができるので、突っ張り棒の設置可能な範囲が広く
なる。これによって、家具のレイアウトの自由度が高くなるとともに、家具の転倒を防止
することができる。
【発明の効果】
【００１８】
  本発明によれば、家具のレイアウトの自由度が高くなるとともに、家具の転倒を防止す
ることができる、といった優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る天井補強構造を示した正面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る天井補強構造を示した図であって、（ａ）は上部拡大側
面図、（ｂ）は下部拡大側面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る天井補強構造を示した平面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る天井補強構造を示した要部斜視図である。
【図５】圧縮補強材の上端部を示した斜視図である。
【図６】突上げ用補強部材を示した斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係る天井補強構造の施工方法を説明するための図であって、
（ａ）は施工前の状態、（ｂ）は支持金具取付工程、（ｃ）は補強部材設置工程をそれぞ
れ示した正面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る天井補強構造の変形例を示した図であって、（ａ）は第
一の変形例、（ｂ）は第二の変形例を示した側面図である。
【図９】本発明の実施形態に係る天井補強構造の突上げ用補強部材の変形例を示した斜視
図である。
【図１０】変形例に係る突上げ用補強部材を設置した状態を示した正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
  本発明の実施形態に係る天井補強構造およびその施工方法について図面を参照して詳細
に説明する。本実施形態では、天井補強構造１をグリッド型のシステム天井に採用した場
合を一例として説明する。
【００２１】
  図１に示すように、グリッド型のシステム天井は、天井下地材を構成するメインバー２
とクロスバー３とを等間隔をあけて略格子状に組み付けられた天井構造枠４を、例えば、
上階床スラブ（上部構造体）５から垂設された複数の吊ボルト（天井吊材）６の下端部に
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、吊ハンガー７を介して吊下げ支持することで構築される吊天井である。天井構造枠４で
区画された各区画部には、天井板８、照明器具（図示せず）や空調機器（図示せず）等が
設置されている。本実施形態では、吊ボルト６は、メインバー２とクロスバー３との連結
交差部を支持している。
【００２２】
  吊ハンガー７は、吊ボルト６の下端部に接続され、メインバー２の上辺縁部を挟み込ん
で固定する既製の部材である。図２の（ｂ）および図４に示すように、吊ハンガー７は、
ハンガー本体９と挟持部材（図示せず）とを備えている。ハンガー本体９は、水平板部９
ａと垂下板部９ｂとを備えている。水平板部９ａは、吊ハンガー７の上端部に位置し、吊
ボルト６が貫通する貫通孔を有している。貫通孔に吊ボルト６が挿通されており、吊ボル
ト６に螺合したナットＮで水平板部９ａが挟持されている。これによって、吊ボルト６に
吊ハンガー７が接続されている。垂下板部９ｂは、水平板部９ａから連続して下方に延在
しており、下端部に挟持部材が設けられている。挟持部材は、垂下板部９ｂの下端部と合
わさってメインバー２の上辺縁部を挟持する。
【００２３】
  吊ハンガー７の側部には、ブレース取付金具１１が設けられている。ブレース取付金具
１１は、一対の接続板部１２と、接続板部１２を繋ぐ連結部１３とを備えている。接続板
部１２は、所定の高さ寸法を備え、吊ハンガー７の両側に位置している。接続板部１２に
は、後記するブレース材５０の下端部の側面が当接される。ブレース材５０は、ビスある
いはボルトなどで接続板部１２に接続される。接続板部１２の下端部には、ビス孔（図示
せず）が形成されており、メインバー２の上辺縁部にビス止めされる。
【００２４】
  図３にも示すように、連結部１３は、平面視コ字形状を呈した板状部材であって、接続
板部１２と連続している。連結部１３の上端には水平板部１３ａが設けられている。連結
部１３は、吊ハンガー７を囲うように配置されていて、連結部１３の水平板部１３ａが、
吊ハンガー７の水平板部９ａに重なる。水平板部１３ａは、吊ボルト６が挿通する切欠き
部１３ｂ（図４参照）を有している。切欠き部１３ｂには吊ボルト６が挿通されており、
吊ボルト６に螺合したナットＮで水平板部９ａと水平板部１３ａとが挟持されている。こ
れによって、ブレース取付金具１１が、吊ボルト６の下端部に吊ハンガー７と一体に固定
されている。なお、ブレース取付金具１１は、接続板部１２が、メインバー２に沿う向き
とクロスバー３に沿う向きのいずれの向きでも設置可能である。
【００２５】
  図１に示すように、本実施形態に係る天井補強構造１は、水平材２０と押え材３０と圧
縮補強材４０とブレース材５０を備えている。図２乃至図４にも示すように、水平材２０
は、リップ付溝型鋼にて構成されており、吊ボルト６，６間に架け渡されている。具体的
には、水平材２０は、溝の底面部２１が吊ボルト６の下端部に固定されたブレース取付金
具１１の接続板部１２に当接して、ビス止めされている（図４参照）。水平材２０は、メ
インバー２あるいはクロスバー３に干渉しないように、天井板８の上方に裏面から所定間
隔をあけた高さに設置されている。
【００２６】
  押え材３０は、水平材２０に取り付けられた部材であって、天井板８の裏面に当接して
いる。図２の（ｂ）および図４に示すように、押え材３０は、一枚の板材からなり、上端
係止板部３１と垂下板部３２と天井板当接板部３３と立上板部３４と水平材当接板部３５
とを備えている。上端係止板部３１は、押え材３０の上端部に位置し、水平材２０の上端
面に当接している。垂下板部３２は、上端係止板部３１から直角に屈曲して、天井板８の
裏面まで垂下している。垂下板部３２は、水平材２０の一対のリップ部２２に当接してお
り、垂下板部３２とリップ部２２がビス止めされている。天井板当接板部３３は、垂下板
部３２の下端部から直角に屈曲して、水平方向に延在している。天井板当接板部３３は、
天井板８の裏面に当接している。立上板部３４は、天井板当接板部３３から直角に屈曲し
て立ち上がり、水平材２０の底面部２１の下面まで延在している。水平材当接板部３５は
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、立上板部３４の上端から直角に屈曲して、水平方向に延在している。水平材当接板部３
５は、水平材２０の下面に当接している。天井板当接板部３３と立上板部３４と水平材当
接板部３５とで、水平材２０の下端面と天井板８の裏面との間に位置する嵌込み部が構成
されている。
【００２７】
  図１および図３に示すように、押え材３０は、室内に配置される家具１５の上方に配置
されており、押え材３０が位置する天井板８の表面に突っ張り棒１６を当接させることが
できる。突っ張り棒１６は、家具１５の上面と天井板８の表面の間に設置される。以上の
ような押え材３０を水平材２０に固定して、突上げ用補強部材２４が形成されている。
【００２８】
  図２および図５に示すように、圧縮補強材４０は、吊ボルト６を圧縮補強する部材であ
る。圧縮補強材４０は、補強材本体４１と係止部材４２とを備えている。補強材本体４１
は、たとえばリップ溝型鋼などの鋼材からなり、吊ボルト６の側方で吊ボルト６に沿って
配置されている。補強材本体４１の下端部は、ブレース取付金具１１の連結部１３に溶接
あるいはビス止めされている（図２の（ｂ）参照）。図２の（ａ）および図５に示すよう
に、係止部材４２は、当接部４３と一対の係止片４４，４４とを備えてなる。当接部４３
は、補強材本体４１の上端部に挿入され、上端が上部構造体５の下面との当接面４５とな
る。係止片４４，４４は、吊ボルト６を左右両側から挟み込むものであって、上下方向に
オフセットして配置されている。係止片４４，４４が上下にオフセットしていることで、
圧縮補強材４０を傾斜させることで、係止片４４，４４に吊ボルト６を挿通させることが
できる。
【００２９】
  なお、補強材本体４１は、リップ溝型鋼に限定されるものではなく、中空の角パイプや
押出形材や鉄筋等であってもよい。補強材本体４１は、吊ボルト６よりも圧縮強度が大き
いものが好ましいが、圧縮強度が吊ボルト６と同等あるいそれ以下であっても圧縮補強す
ることはできる。
【００３０】
  図１に示すように、ブレース材５０は、たとえば溝型鋼にて構成されており、ブレース
取付金具１１の接続板部１２に固定される。具体的には、ブレース材５０の下端部の側面
は、接続板部１２に当接され、ビスあるいはボルトなどで接続板部１２に接続されている
。ブレース材５０の上端部（図示せず）は、吊ボルト６の上部あるいは上部構造体５に固
定されている。
【００３１】
  次に、図６および図７を参照しながら、前記構成の天井補強構造１の施工方法を説明す
る。天井補強構造１の施工方法は、準備工程とブレース取付金具取付工程と補強部材設置
工程とを備えている。
【００３２】
  準備工程は、水平材２０に押え材３０を取り付けて突上げ用補強部材２４を形成する工
程である。図６に示すように、本工程では、押え材３０の上端係止板部３１を水平材２０
の上端面の所定位置に係止させ、押え材３０の垂下板部３２から水平材２０のリップ部２
２にビスＶを打ち込んで固定する。
【００３３】
  ブレース取付金具取付工程は、図７の（ａ）の状態の吊ボルト６の下部の吊ハンガー７
に、吊ハンガー７よりも幅広のブレース取付金具１１を取り付ける工程である。ブレース
取付金具取付工程では、吊ハンガー７を固定している上側のナットＮを緩め、吊ハンガー
７の水平板部９ａに連結部１３の水平板部１３ａを重ねる。ナットＮを締め付け、吊ハン
ガー７にブレース取付金具１１を取り付ける。さらに、接続板部１２の下端部をメインバ
ー２の上辺縁部にビス止めして、ブレース取付金具１１でも天井構造枠４を支持する（図
７の（ｂ）参照）。
【００３４】
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  補強部材設置工程は、突上げ用補強部材２４を設置する工程である。図７の（ｃ）に示
すように、突上げ用補強部材２４は、押え材３０を天井板８の裏面に当接させた状態で、
水平材２０の両端部を隣り合うブレース取付金具１１の接続板部１２にそれぞれ固定する
。このように、押え材３０を天井板８の裏面に当接させて、水平材２０を固定することで
容易に高さ方向の位置決めを行うことができる。さらに、押え材３０を予め水平材２０に
固定して突上げ用補強部材２４を形成しているので、天井裏での作業を低減することがで
き、施工が容易になる。なお、既存の天井に天井補強構造１を追加する場合には、押え材
３０で押える天井板８の隣の天井板８を取り外して、その開口部を利用して突上げ用補強
部材２４を設置すると容易に施工することができる。この場合、ブレース取付金具１１に
水平材２０を取り付けるビスは、ブレース取付金具１１側から設置するのが好ましい。こ
のようにすれば、取り外した天井板８側からビスを打ち込むことができる。
【００３５】
  補強部材設置工程では、圧縮補強材４０とブレース材５０の設置も行う。圧縮補強材４
０とブレース材５０は通常の施工方法にて設置される。
【００３６】
  以上のような天井補強構造１および施工方法によれば、天井板８を押え材３０で天井裏
側から押えることができるので、天井板８が浮き上がることがなく、その部分において突
上げに対する抵抗力を確保することができる。押え材３０は、隣り合う吊ボルト６，６間
に設置することができるので、突っ張り棒の設置可能な範囲が広くなる。これによって、
家具のレイアウトの自由度が高くなるとともに、家具の転倒を防止することができる。さ
らに、水平材２０と水平材２０との間にさらに水平材を設けて、押え材３０を取り付ける
ようにすれば、天井面の任意の場所に押え材３０を設置することができる。
【００３７】
  本実施形態では、水平材２０が、天井板８の上方に隙間をあけて配置されているので、
水平材２０を天井構造枠４に干渉させることなく設置できる。また、押え材３０は、水平
材２０の下端面と天井板８の裏面との間に嵌め込まれているので、天井板８に作用する突
上げ力に対する抵抗力を大きくすることができる。
【００３８】
  また、押え材３０は、上端係止板部３１と垂下板部３２とを備えているので、水平材２
０の上端面に上端係止板部３１を係止させた状態で、垂下板部３２にビスＶを打って、押
え材３０を容易に固定することができる。
【００３９】
  さらに、本実施形態では、圧縮補強材４０とブレース材５０とをさらに備えているので
、突上げ用補強部材２４が受けた突上げ力を、吊ボルト６を介さずに上部構造体５へ伝達
することができる。よって、天井板８に作用する突上げ力に対する抵抗力をより一層大き
くすることができるとともに、吊ボルト６の圧縮変形を防止できる。
【００４０】
  以上、本発明を実施するための形態についてそれぞれ説明したが、本発明は前記の実施
形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、材質、形状や大きさなど適宜設計
変更が可能である。たとえば水平材２０と押え材３０（突上げ用補強部材２４）の形状は
、前記実施形態のものに限定されるものではない。図８に水平材２０と押え材３０の他の
形態を示す。図８の（ａ）の水平材２０には、溝の内部に木製の角材２３が挿入されてい
る。押え材３０の垂下板部３２から角材２３に向かってビスＶが打ち込まれており、押え
材３０と角材２３が固定されている。このような構成によれば、水平材２０が角材２３に
よって補強されて、突上げ力に対する抵抗力をより一層大きくすることができる。
【００４１】
  一方、図８の（ｂ）の押え材１３０は、垂下板部３２の下端部の天井板当接板部１３３
が、水平材２０の下側ではなく、半端側に屈曲して、天井板８の裏面に当接している。天
井板当接板部１３３の先端からは、立上板部１３４が立ち上っている。立上板部１３４の
上端からは、水平材２０側に屈曲する水平板部１３５が設けられている。水平板部１３５
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の先端（垂下板部３２側）には、垂下板部３２に当接する立上板部１３６が設けられてい
る。立上板部１３６と垂下板部３２には、ビスＶが打ち込まれ、水平材２０の下側のリッ
プ部２２にビス止めされている。このような構成によれば、水平材２０の下方からずれた
位置で、天井板８を押えることができるので、突っ張り棒の設置位置をさらに広くするこ
とができる。
【００４２】
  また、前記実施形態では、水平材２０と押え材３０とが別部材で形成され、押え材３０
を水平材２０に取り付けることで、突上げ用補強部材２４が形成されているが、これに限
定されるものではない。図９に示すように、水平材２０に相当する水平部２２０と、押え
材３０に相当する押え部２３０とを一体的に備えた突上げ用補強部材２２４としてもよい
。押え部２３０は、水平部２２０の下面２２１から連続して形成されており、下面２２１
から屈曲された垂下板部２３１と天井板当接板部２３２と立上板部２３３とを備えている
。垂下板部２３１と天井板当接板部２３２と立上板部２３３は、合わせて上向きに開口す
る断面コ字状を呈している。押え部２３０は、水平部２２０の長手方向に延在している。
水平部２２０の下方にクロスバー３が交差する部分は、押え部２３０が形成されておらず
、クロスバー３の通過空間２３５が形成されている。通過空間２３５は、水平部２２０の
長手方向中間部に形成されている。図１０に示すように、このような構成の突上げ用補強
部材２２４によれば、突上げ用補強部材２２４を製造するに際して、押え材を水平材に取
り付ける工程を省略することができる。突上げ用補強部材２２４は、水平部２２０の両端
をブレース取付金具１１の接続板部１２にそれぞれ固定するだけで、天井裏に設置され、
押え部２３０が天井板８の裏面に当接される。天井板８の裏側に突出するクロスバー３は
、通過空間２３５に位置するので、突上げ用補強部材２２４と干渉しない。なお、図１０
において、突上げ用補強部材２２４は、前記実施形態と同じ構成であるので、同様の部材
には同じ符号を付して説明を省略する。
【００４３】
  なお、押え部２３０の形状は前記形状に限定されるものではない。たとえば、垂下板部
が水平部の側面から面一の状態で連続して垂下する形状であってもよい。また、クロスバ
ーの通過空間の形成位置は、水平部の長手方向中間部に限定されるものではなく、クロス
バーの位置に対応して形成される。たとえば、突上げ用補強部材が二本のクロスバーを跨
ぐ場合には、水平部の長さを三等分した二箇所の分割位置に通過空間が形成される。
【００４４】
  前記実施形態では、システム天井に天井補強構造１を採用した場合を例に挙げて説明し
たが、本発明は、システム天井以外の吊り式天井であっても適用できるのは勿論である。
また、水平材２０を取り付ける位置はブレース取付金具１１に限定されるものではなく、
圧縮補強材４０やブレース材５０や他の金具であってもよい。
【符号の説明】
【００４５】
  １      天井補強構造
  ２      メインバー（天井下地材）
  ３      クロスバー（天井下地材）
  ５      上部構造体
  ６      吊ボルト（天井吊材）
  ７      吊ハンガー
  ８      天井板
  １１    ブレース取付金具
  ２０    水平材
  ２４    突上げ用補強部材
  ３０    押え材
  ３１    上端係止板部
  ３２    垂下板部
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  ３３    天井板当接板部
  ３４    立上板部
  ３５    水平材当接板部
  ４０    圧縮補強材
  ４１    補強材本体
  ４２    係止部材
  ５０    ブレース材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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